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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

新型コロナウイルス感染症パンデミックと公的医療保険財政

鈴木 倫哉＊1・湯田 道生＊2

抄 録

2020年に世界中に拡散した新型コロナウイルスは，我々の日常生活や社会経済活動を一変させた。本
稿では，健康保険組合・国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度の保険者別パネルデー
タを使って，新型コロナウイルス感染症のパンデミックが公的医療保険財政に与えた影響について予備
的な検証を試みた。固定効果モデルによる分析の結果，今回のパンデミックが直後の年度の医療保険財
政に与えた影響はほとんどないことが分かった。また，記述統計的な観察ではあるものの，パンデミッ
クによって特に健康保険組合においてのみ，一人当たり入院医療費と同入院外医療費の双方で有意な減
少が確認された一方で，そのほかの公的医療保険では一人当たり入院外医療費のみで有意な減少が確認
された。これら現象は，すべての公的医療保険で観察される受診率の有意で大きな減少とレセプト一件
当たり医療費の有意で大きな増加が相殺した結果であることが確認された。
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Ⅰ 序論

2019年12月31日に，中華人民共和国から世界保
健機関に原因不明の肺炎の発生として報告された
新型コロナウイルス（COVID-19）は瞬く間に世界
中に拡散した。世界各国で対外的・対内的に強力
な封じ込め政策が実施されてきたが，それを上回
るスピードでウイルスは拡散・変異を繰り返し，
我々の日常生活や社会経済活動を一変させた。我
が国でも，4回にわたって発出された緊急事態宣

言やまん延防止等重点措置の適用といった未曽有
の政策対応が実施されてきたが，発生から2年以
上が経過している現在において未だ収束の気配は
ない1)。この間，医療分野では，渦中の患者対応や
医療供給体制の整備という点において，制度に対
する過信ともろさが露呈したことは記憶に新しい
が〔土 居（2020），増 原・細 谷（2021），井 深
（2021），Takaku and Yokoyama（2022）〕，2022年9
月現在，80％を超えるワクチン接種率と，流行株
（オミクロン株）の特性もあいまって，新型コロナ
ウイルスとの共存を前提とした社会の構築が進め
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1) 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが日本経済に与えたさまざまな影響を検証した経済的な研究は，日
本経済学会の特設ページ（https://covid19.jeaweb.org/）にまとめられている。
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られている。
これまでの新型コロナウイルス感染症パンデ
ミック（以下，単に「新型コロナパンデミック」
と記す）に対する対応は，その社会的なダメージ
を軽減することを目的とした短期的な施策が中心
であったが，ウイルスとの共存を前提とした社会
においては，このショックをどう異時点間で平準
化していくべきかも検討する必要があるだろう。
国民の健康水準の維持や改善という点に関して
は，我が国の国民皆保険制度が，こうした異時点
間のリスクを緩和させることができると考えられ
る。しかしながら，一向に改善の目途が立たない
少子高齢化の人口構造や，団塊の世代が75歳以上
の後期高齢者となるいわゆる2025年問題を間近に
控えること，そして，財政状況が先進国間で最悪
の状態にある中で，多額の公費が拠出されている
我が国の国民皆保険制度は，パンデミック以前よ
り現行制度の持続可能性自体が懸念されている。
コロナ禍後の医療保険財政の在り方については小
黒（2021）が試案を添えて議論しているが，実際
に，今回のパンデミックが公的医療保険財政にど
のような影響を与えたのかを利用可能な観察デー
タを使って検証することは，現状確認のみならず
今後の国民皆保険制度の在り方や今後起こりうる
ほかの大規模かつ特異なリスクへの対応を議論す
るうえでも重要であると考えられる。
こうした背景を踏まえて，本稿では新型コロナ
パンデミック前後の公的医療保険（健康保険組
合・国民健康保険（市町村）・国民健康保険組合・
後期高齢者医療制度）の保険者別データを使っ
て，今回のパンデミックが公的医療保険財政に与
えた影響を予備的に分析している。我が国の公的
医療保険財政に関する経済学的な研究には，小
椋・入船（1990）や林（1995），岩本ほか（1997）
をはじめ，公費負担の目的や在り方といった構造
的な問題と実際の運用について多くの議論や検証
が行われてきた。さらに詳細な分析は，国民皆保
険制度を根底で支えている国民健康保険制度の財
政に関する研究〔田近・油井（1999），鈴木（2001），
Yoshida and Kawamura（2008），湯田ほか（2012），
足立・上村（2013a），Yuda（2016a，b）〕と，高齢

者医療制度に対する拠出金に関する研究〔安部
（2000），Abe（2007），Yoshida and Tsuruta（2013）〕
に大別できるが，新型コロナパンデミックが公的
医療保険財政に与えた影響を分析した研究は，筆
者の知る限り存在しない。そして，保険者の観察
不可能な異質性を制御した固定効果モデルによる
分析の結果，新型コロナパンデミックが直後の年
度の医療保険財政に与えた影響はほとんどないこ
とが分かった。ただし，この結果は公的医療保険
財政の制度的な仕組みに起因するものであり，公
的医療保険財政上にパンデミックの影響が表れる
のは2021年度以降の財政状況であると考えられる。
本稿の構成は以下の通りである。次節では公的
医療保険財政に関する経済学的な先行研究を概観
する。Ⅲ節では，本稿の分析に用いるデータと分
析方法について解説し，Ⅳ節では分析結果を報告
する。Ⅴ節は本稿のまとめである。

Ⅱ 先行研究

本節では，我が国の公的医療保険財政に関する
経済学的な研究を概観する。前節で述べたよう
に，本稿に関連する先行研究は，国民健康保険制
度の財政に関する研究と高齢者医療制度に対する
拠出金に関する研究に大別される。
前者の研究について，小椋・入船（1990）では，
各公的医療保険制度の加入者数とその医療需要の
推移を予測し，それに伴う各保険の医療コストと
必要になる各種負担をシミュレーションによって
定量化することを試みている。その結果，当時の
社会・医療構造と施策レベルを前提とすれば，高
齢化のピークとなる2021年において国民医療費は
実質で分析時点に比べ5割ほど増加し，その増加
の5割は政府支出によって，残りの5割は保険料に
よって賄われることを示した。また，この試算で
は患者負担がほとんど変化しないが，その分，被
用者保険の保険料率は現在よりも5割高い12％程
度が，そして国民健康保険の保険料は2倍の水準
が，それぞれ必要になることを示した。林（1995）
は，当時の国民健康保険財政の現状と課題を概観
し，しかるべき改革の方向性を探っている。真の
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ニーズに合った医療機会を国民に均等かつ安定的
に供給していくためには，給付と負担の在り方等
に関して長期的に安定した医療保険制度を構築す
ることが必要であること，そしてその際には，医
療だけではなく社会保障システム全体で議論する
ことが重要であることを主張している。岩本・竹
下・別所（1997）は，当時の医療保険制度の機能
を財政面からとらえて，制度間の医療費格差と保
険料負担格差の実態と原因，そして公費負担と財
政調整の機能について分析を行っている。その結
果，医療費の制度間格差のほとんどは各保険制度
の加入者の年齢構成の違いによって生じているこ
と，加入者1人当たり保険料の負担格差は被保険
者の所得格差によって生じていること，そして，
医療費と保険料の制度間格差を相殺しているの
が，制度間財政調整と公費負担であることを示し
ている。その一方で，保険制度別に適用されてい
る公的負担は，適切に弱者に照準を合わせた補助
とはなっていない可能性もありえることも指摘し
ている。田近・油井（1999）は，1997年度の5都道
県（北海道・23区を除く東京都・神奈川県・長野
県・広島県）における495の国民健康保険と老人保
健制度の保険者別データを使って，保険者の費用
構造の実態を分析している。最小二乗法による分
析の結果，保険料収入のシェア増加は医療給付費
の総額に負で有意な影響を与えることと，中央・
地方政府からの補助金が保険料収納率の低下によ
る国民健康保険の財政赤字を穴埋めしているとい
うソフトな予算制約の問題の存在を示唆する結果
を確認している。これらの結果は，保険者に対す
る手厚い財政支援が，医療費の高騰を招いたこと
を示す証左となりうるとしている。鈴木（2001）
は，田近・油井（1999）の問題意識をさらに詳細
に検討するために，1994年度から1996年度にわた
る『大阪府国民健康保険事業年報』に収載されて
いる大阪府内の44の国民健康保険の保険者別パネ
ルデータを使って，各種補助金が国民健康保険財
政に与える影響を検証している。一人当たりの補
助金総額と保険料収入額および保険事業費を諸要
因に回帰した分析によれば，国民健康保険では補
助金が保険者の責に帰すべき格差をも調整してい

ること，そしてその格差が大きいほど補助金が拡
大していることを明らかにしている。Yoshida and
Kawakura（2008）は，国民健康保険と介護保険の
財政について，予算制度の違いがモラルハザード
の程度に与える影響を検証している。自治体レベ
ルのデータを確率的費用フロンティアモデルで分
析した結果，国民健康保険では，被保険者の過剰
な医療利用のために介護保険よりもソフトな予算
制約の問題が顕著であることを明らかにしてい
る。湯田ほか（2012）は，2007年4月から2009年9
月にわたる福井県下全17市町の国民健康保険加入
者のレセプトデータを集計して，2015・2020・
2025年度の医療費と1人当たり保険料を推計し，
かつ市町村間の高齢化の進展の違いが将来の医療
費と保険料の格差の違いをもたらすかどうかを検
討している。推計の結果，人口構成の変化によっ
て自治体間で将来の医療費や保険料水準が異なる
ことを示している。これは，後期高齢者医療制度
の改革に合わせて検討されている国民健康保険の
都道府県単位の統合が，上記格差を縮小させるこ
とに貢献する可能性を示唆するものであるとして
いる。足立・上村（2013a）は，2008～2010年度の
国民健康保険の保険者別パネルデータを使って，
財政調整制度が保険料収納率に与える影響を検証
している。固定効果モデルによる分析の結果，都
道府県による特別調整交付金と滞納繰越収納率の
向上が現年分収納率の改善に有意に寄与している
ことを明らかにしている。Yuda（2016a）は，2005
年と2010年の国民健康保険の保険者別パネルデー
タを使って，確率的フロンティアモデルにより同
制度の費用非効率性と生産非効率性を推計してい
る。費用フロンティアの推定では，保険者規模の
拡大は保険財政の効率化に寄与するものの，被保
険者の高齢化や補助金によるソフトな予算制約の
問題，高齢者医療制度に対する拠出金，そして介
護事業者密度の上昇が，保険財政の効率性に悪影
響を与えていることを示している。生産フロン
ティアの推定結果からは，費用非効率性が2005年
から2010年にかけておよそ15％減少しているもの
の，それは配分的非効率性と強い正の相関がある
ことを示している。Yuda（2016b）は，同じデータ
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を使って，包絡分析法によって保険者ごとの効率
性スコアを推計し，それを地域要因に回帰するこ
とによって，効率性スコアに対する制度的・地域
的特性の影響を推定した。効率性スコアの推計結
果では，多くの国民健康保険が深刻な財政的な非
効率性を抱えていることや，費用効率性は配分効
率性と強い正の相関があることを示している。ま
た，Tobitモデルによる回帰分析の結果からは，
2008年に施行された高齢者医療制度改革が，国民
健康保険財政の改善に大きく寄与したことや，都
道府県からの補助金は効率性を改善させる一方
で，国や市町村からの補助金は非効率性を増長さ
せることも示している。さらに，高齢者医療制度
への拠出が，依然として国民健康保険財政の重荷
となっていることも明らかにしている。
後者のテーマに関する研究では，安部（2000）
が，1995年度の『健康保険組合事業年報』の保険
者別の財政データを使って，老人一人当たり医療
費の決定要因と，それが健康保険料率に与える影
響を分析している。最小二乗法による分析の結
果，老人1人当たり医療費は保険者間で大きな差
があり，また，それが高い組合では健康保険料率
が高く設定される場合があることを明らかにして
いる。Abe（2007）は，1999年度の『健康保険組合
事業年報』と『国民健康保険事業状況報告』の保
険者別データを使って，老人保健制度拠出金が老
人一人当たり医療費に与える影響を分析してい
る。回帰分析の結果，保険者が高齢者の医療費を
抑制するインセンティブが強い保険者ほど外来患
者への支出が少ないという兆候が確認されたもの
の，経済的なインセンティブの強さが医療費の削
減につながることを示唆する結果は得られなかっ

た。これは，保険者に課される非常に強い経済的
インセンティブでさえ，高齢者の医療費を抑制す
ることは困難であることを示唆している。
Yoshida and Tsuruta（2013）は，1998～2006年度の
『健康保険組合事業年報』の保険者別データを
使って，老人保健制度への拠出金の変化から生じ
る費用をどうファイナンスしているかを検証して
いる。固定効果モデルによる分析の結果，変化の
7分の6以上が積立金に拠っており，保険料や付加
給付もこれに用いられていることが分かった。な
お，保険料の増加はほとんど従業員に転嫁されて
いることも明らかにしている2)。

Ⅲ データと実証モデル

1 データ
本稿で使用するデータは，厚生労働省が公表し
ている公的医療保険の保険者レベルの財政データ
である。具体的には，健康保険組合のデータは
『組合管掌健康保険事業状況報告』と『収入支出決
算概要表3)』から，国民健康保険と国民健康保険組
合のデータは『国民健康保険事業年報4)』から，そ
して後期高齢者医療制度のデータは『後期高齢者
医療事業状況報告』から得ている5)。これらの統
計は，各公的医療保険の事業状況の把握を通し
て，それらの健全な運営をはかるための基礎資料
として実施・収集されている。本分析では，新型
コロナパンデミックが公的医療保険財政の変化に
与えた短期的な影響を確認するために，2019・
2020年度の2年度間にわたって存続している保険
者からなるbalancedパネルを用いるが，それぞれ
の公的医療保険に加入している被保険者の属性は

2) 社会保険料の上昇が賃金や雇用に与える帰着の議論については，Komamura and Yamada（2004），岩本・濱秋
（2006），酒井・風神（2007），Tachibanaki and Yokoyama（2008），Hamaaki and Iwamoto（2010），Kobayashi et al.
（2013），Kodama and Yokoyama（2018）でも詳細に分析されており，わが国では企業負担分の一部が労働者に転嫁
されているとする研究が多い。
3) 2020（令和2）年度は『収入支出決算見込表』を用いている。
4) 国民健康保険制度は，2018年度より都道府県も保険者としての役割を担っているが，本稿では都道府県が関与
している事業の情報は一切使用していない。
5) 全国健康保険協会が保険者となっている協会けんぽ・船員保険・健康保険法第3条第2項被保険者および各種共
済組合については，本稿では分析の対象としていない。その理由は，事業年報の書式が統一されていないために
情報の整理が極めて困難であったことや，2019（令和元）年度までの情報しか公開されていない統計があったた
めである。
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大きく異なるため，公的医療保険制度別にサンプ
ルを分けて分析する。なお，分析サンプルに含ま
れる保険者は，健康保険組合が1373保険者で，こ
れは2019年度における保険者総数の98.9％を占め
る（これを「カバー率」とする）。同様に，国民健
康保険は1715保険者（カバー率99.9％），国民健康
保険組合は161保険者（同99.4％），そして後期高
齢者医療制度は47保険者（同100.0％）であり，こ
れらの公的医療保険制度におけるほぼすべての保
険者が，本稿の分析サンプルに含まれている。

2 実証モデル
新型コロナパンデミックが公的医療保険財政の
変化に与えた短期的な影響を推定するための回帰
式は以下の（1）式である。

（1）

ただし，Yは保険者iのt年度における財政状況を
示す変数であり，収入総額を支出総額で除した収
支比率を用いる。これは であれば収支均
衡， は黒字， は赤字であることをそ
れぞれ示す。差額ではなく比率を用いる理由は，
例えばYuda（2016a）では，収支の差額を正値に調
整した変数を被説明変数に使用しているが，そう
した変換が結果に与える影響は不明瞭であるし，
差額そのものを使用した場合には，対数に変換す
ることができないことから，分析結果を容易に解
釈することが困難になるためである。また，前節
で挙げた先行研究が言及しているように，国民健
康保険制度や後期高齢者医療保険制度の加入者
は，所得水準が低く，平均年齢が高いことから，
これらの公的医療保険財政に対しては，自主財源
では賄いきれない費用を調整するためのさまざま
な法定・法定外の補助金が存在する。これらの公
的補助を含んだ収入と支出は，財政状況の適切な
代理変数とならない可能性があるため，本分析で
は，主としてそれらを含めない経常収入と経常支

出の比率である経常収支比率も被説明変数として
用いる6)。 は，パンデミック後の2020年度
の観測値に1を取るダミー変数である。その係数
が負に有意であれば，パンデミック後に財政状

況が悪化したことを意味する。なお，財政状況の
悪化は，収入減と支出増のいずれかもしくはその
双方によってもたらされる。パンデミック中にお
ける収入減には，緊急事態宣言などの発出時の企
業業績の悪化に伴う所得・賞与減による保険料収
入の減少が考えられ，支出増には，多くの若年被
保険者を抱える保険者にとって大きな割合を占め
る高齢者医療への拠出金の増加や，医療費の発生
に対する保険給付費など増加などが考えられる。
xは保険者属性であり，加入者属性と財政変数
から構成されている。ただし，我が国の医療保険
制度は若年層の公的医療保険から後期高齢者医療
制度への資金移転が行われているため，後期高齢
者医療制度サンプルとそれ以外の公的医療保険サ
ンプルでは，xに含まれる変数が異なる。すべて
の保険者に共通しているものは，加入者属性の被
保険者数と財政変数の保険料収入割合，総務費割
合，保険給付割合，そして保険事業費割合である。
被保険者数は，国民健康保険財政の規模の経済性
に関する一連の先行研究〔山田（1998），岸田
（2002），泉田（2003），湯田（2010，2018：2章），
足立・上村（2013b）〕で用いられてきた保険者の
規模を表す変数であり，対数値の2乗項もxに含ま
れている。保険料収入割合は，収入総額に占める
保険料収納額の割合であり，保険者の自主財源の
程度を表す。また，支出総額に占める総務費，保
険給付費，保険事業費は，それぞれ，事務的な費
用，医療利用に関する費用，健康増進などに関す
る費用の程度を表す。後期高齢者医療制度以外の
サンプルでは，被保険者の年齢構成の影響を考慮
するために，被保険者総数に占める40歳以上被保
険者の割合と被保険者総数に対する後期高齢者の
比率を加入者属性に加える。また，財政上の大き
な負担になっていると言われている支出総額に占

6) 経常収入と経常支出の定義は健康保険組合の『収入支出決算概要表』による。国民健康保険，国民健康保険組合
および後期高齢者医療制度では，これらは具体的に定義されてないが，健康保険組合の定義を適用して算出した
ものを各制度の経常収入・経常支出として使用している。詳細は補論1を参照のこと。
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める前期高齢者と後期高齢者の各制度に対する拠
出金の割合も説明変数群に加えている。後期高齢
者医療制度については，保険者間の財政調整の性
格を有さない収入に占める各種交付金（後期高齢
者，市町村および都道府県）の収入に占める割合
を加えている。 は保険者の観察されない異質
性を考慮する個別効果（固定効果）であり， は
誤差項である。
なお，保険給付費は，入院・外来・歯科・調剤・
高額療養費などといった具体的な項目ごとに把握
することも可能である。特に緊急事態宣言発出後
には，外来受診の自粛や，緊急性がない疾患や重
症でない疾患の手術が延期されるなど，医療需給
双方で行動変容があったことが報じられた。本分
析では，追加的な分析として，保険給付費をこれ
らの一人当たり医療費に差し替えた式の推定も行
い，これらが公的医療保険財政に与えた影響も確
認する。さらに，医療需要の代理変数として用い
られる一人当たり医療費は，受診選択（extensive
margin）と実際の医療利用（intensive margin）に
分割することができ，特に前者は患者などの需要
側，後者は医師などの供給側の意思決定が支配的
であることが知られている。この点については，
レセプト（診療報酬明細書）件数（Claim）を用い

ることによって，一人当たり医療費（ ）を，

（3）

の2つに分割する7)。ただし，HCEは医療費，Pop
は人口数である。レセプトが，医療機関が患者に
提供した保険診療の費用の一部を保険者に請求す
るための書類であることをふまえると，年間のレ
セプト件数は医療機関を利用した患者の延べ人数
に近い変数となる。したがって，大雑把な設定で
はあるが，第一項の人口数に対するレセプト件数
の比率は受診率（つまり，extensive margin）を表
し，第二項のレセプト件数あたりの医療費は患者

一人当たり医療費（つまり，intensive margin）を
表すものとみなせる。こうした分割は，パンデ
ミック時における医療利用に関する行動変容を理
解する一助になりうる重要な分類であると考えら
れる。

3 記述統計
表1には，実証分析に使用する変数の記述統計
と2年度間の増加率をまとめている。また，増加
率の列には2期間の平均の差の検定結果（有意差
のみ）も付している。被説明変数の収支比率の平
均は，いずれのサンプルにおいても1を超えてい
るため黒字であり，2019年度から2020年度にかけ
て若干の有意な改善が見られる。参考のために，
収入総額と支出総額の記述統計も報告している
が，収入総額は不変か減少，支出総額がいずれも
減少しており，後者の減少分がより大きいが，い
ずれも統計的な有意差は確認されない。なお，後
期高齢者医療制度の金額がほかに比べると非常に
大きいが，これは県（広域連合）単位で保険事業
を行っているためである。一方で，財政調整など
の補助金を除いた経常収支比率については，国民
健康保険と後期高齢者医療制度は平均が1未満
（赤字）である一方で，健康保険組合・国民健康保
険組合は1を超えている。内訳については，合計
額とほぼ同様に，経常収入総額は微増か減少して
いる一方で，経常支出総額はそれらを上回る規模
で減少している。
加入者属性については，被保険者規模は国民健
康保険ではこの2年度間で4.8％減少しているが有
意ではなく，ほかの公的医療保険ではほとんど変
化がない。40歳以上割合と後期高齢者比率に関し
ては，国民健康保険で，前者1.0％増で正に有意で
あり，後者は有意ではないが13.4％も増加してい
る。財政変数については，保険料収入割合は，比
率が高い健康保険組合で1.4％ほど有意に減少し
ているが，これはパンデミック宣言後の緊急事態
宣言下などにおける業績悪化に伴う所得（特に賞
与）の落ち込みが反映されたものであると考えら

7) こうした分割は，医療需要のTwo-PartモデルもしくはHurdleモデルなどと呼ばれている。湯田（2023）は，日本
のデータを使った研究のサーベイを含めた簡単な解説を行っている。
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れる。国民健康保険・国民健康保険組合では微
増，後期高齢者医療制度では6.9％増で正に有意
となっている。また，保険給付費割合は，2020年
度に健康保険組合と国民健康保険がそれぞれ
3.7％，0.4％ほど有意に減少しており，国民健康
保険組合は有意ではないものの1.7％減少してい
る。これらは受診自粛の影響が反映されているも
のと考えられる。一方で，後期高齢者医療制度で
は比率が大きく増加率も正であるが有意ではな
い。総務費割合は，国民健康保険で7.5％上昇し
ている一方で，ほかのサンプルでは有意な変化は
確認されない。保険事業費割合は，後期高齢者医
療制度以外のサンプルでは減少しており，特に国
民健康保険のみが3.8％減で有意となっている。
高齢者医療制度への拠出金については，前期高齢
者に対する拠出は，健康保険組合が7.2％ほど有
意に増加している一方で，国民健康保険では
25.8％も有意に減少している。後期高齢者に対す
る拠出についてはすべてのサンプルにおいて
1.8％～2.5％ほど有意に増加しており，若者が高
齢者を支える構図は変わらないことと，高齢化に
伴う定性的な負担が増えている様子の双方が確認
できる。その一方で，後期高齢者医療制度への交
付金と市町村交付金はそれぞれ0.8％，2.2％ほど
有意に減少しているが，都道府県交付金はほとん
ど変化していない。
表1の下方には，医療種別ごとの一人当たり医
療費の記述統計と増加率も報告している。入院外
については，すべてのサンプルで0.2％～6.9％ほ
ど減少しており，国民健康保険以外では有意であ
る。これは，月次データを使って分析を行った
Kumagai（2021）の結果とも整合的であり，感染リ
スクに対する受診自粛の影響が反映されたものと
考えられる。しかし，入院は変動が一定ではな
く，健康保険組合で5.3％有意に減少している一

方で，国民健康保険では1.9％の有意な増加，国民
健康保険組合と後期高齢者医療制度については，
有意ではないもののパンデミック後に減少してい
ることが分かる。さらに，国民健康保険では，歯
科が1.1％，調剤が3.3％，高額療養費が4.9％ほど
それぞれ有意に増加している。入院外以外のこれ
らの変化がサンプル間で異なる点については，
もっともらしい説明が困難であるため，一人当た
り医療費を受診率と一件当たり医療費に分けて同
様の変化を確認する。すべてのサンプルにおい
て，入院・入院外・歯科・調剤の受診率の増加率
は減少しており，そのほとんどが有意であること
が確認できる。これは，感染を回避するために受
診自粛が広範に行われたことを示すものと考えら
れる。その一方で，一件当たり費用は，すべての
サンプルで増加しており，後期高齢者医療制度の
入院外と調剤を除いて統計的に有意である。緊急
事態宣言以降，不要不急の外出の自粛要請が出さ
れていたことを踏まえれば，受診を自粛した患者
層は医療サービスのライトユーザー，つまりそれ
ほど重症ではなく医療費が総じて低い集団であっ
たと推察される。逆に言えば，パンデミック渦中
でも通院を続ける個人は，常時治療が必要な慢性
疾患を抱えている患者など，医療へのニーズが高
く平均的な高い医療費が高い集団であると考えら
れる。この一件当たり医療費の有意で大きな増加
は，異なる特性を持つ患者の集団が混在していた
パンデミック以前の低い平均医療費に起因するも
のであると考えられる8)。

Ⅳ 推定結果

1 新型コロナパンデミックが医療保険財政に
与えた影響
表2には，（1）式を固定効果モデルで推定した結

8) この推察は，医療利用のintensive marginに関する分析を行う際には，異なる特性を持つ集団を明示的に分けて
分析できるfinite-mixtureモデルによる分析が望ましいことを示唆する。医療利用の分析にfinite-mixtureモデルを
使った代表的な研究にはDeb and Trivedi（2002）があり，邦語論文では増原（2004）が詳しい。もう一つの可能性
は，医師による誘発需要も解釈の候補として挙げられるかもしれない。しかしながら，コロナ禍の混乱期に健康
の改善に貢献しない医療を，受診率の落ち込みをカバーするだけ提供する余裕が当時の医療機関側にあったとは
考えにくい。いずれにしても，本小節の議論は，厳密な検証を行った結果ではなく，記述統計の推移に基づく推
論である点には留意されたい。
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果がまとめられている。ダミー変数以外の説明変
数は対数化しているため，上段の推定値は弾力値
を表す。下段の括弧内は，系列相関などの保険者
間の誤差項の相関を許した頑健な標準誤差
（clustering robust standard error）である。
新型コロナパンデミックが医療保険財政に与え
た影響をとらえる の係数 は，収支比率
に対してはすべてのサンプルで正に有意であり，
経常収支比率に対しては，国民健康保険と後期高
齢者医療制度において正で有意に推定されてい
る。ただし，有意に推定されている係数は
0.006～0.023と総じて低く，これは新型コロナパ
ンデミックが直後の年度の医療保険財政に与えた
影響はほとんどないことを示している。実際に，
各公的医療保険財政における拠出金額や交付金額
の算定は前年度の実績に基づくため，この結果は
そうした制度上の仕組みと整合的である。別な言
い方をすれば，受診自粛の行動変容を含めた新型
コロナパンデミックが公的医療保険財政に与えた
影響が表れるのは2021（令和3）年度以降の財政状
況であると考えられる。
以下，保険者属性Xの推定結果についてまとめ
る。加入者属性については，被保険者数の一次項
が健康保険組合の双方の収支比率に対して正に有
意であり，二次項が国民健康保険の経常収支比率
に対して負で有意に推定されている。また，国民
健康保険の双方の収支比率に対しては後期高齢者
比率が負で有意に推定されているが，これは相対
的に保険料を拠出している若者が少ないことが，
財政面に負の影響を与えていることを反映してい
るものと考えられる。加えて，健康保険組合の経
常収支比率に対して，40歳以上割合が正で有意に
推定されており，有意ではないが収支比率にも同
程度の影響を与えていることが確認できる。これ
は，40未満と40以上の所得差，つまり，収入が高
い層が多いことが保険料収入の増加につながり，
それが経常収支にプラスの影響を与えていること
を反映した結果であると考えられる。財政変数の
影響については，保険料収入割合が健康保険組合
と後期高齢者医療制度の経常収支比率に対して正
で有意に推定されている。これは，自主財源の

シェア増加が財政を安定させることを示唆してい
る。その一方で，健康保険組合と国民健康保険の
収支比率と国民健康保険組合の経常収支比率に対
しては負で有意に推定されている。保険給付費割
合については健康保険組合における双方の収支比
率と国民健康保険組合の経常収支比率に対して負
で有意な影響を与えていることが確認できる。こ
れは，支出に占める保険給付の上昇が，これら公
的医療保険の財政圧迫要因となっていることを示
唆している。しかしながら，国民健康保険におい
てはこれが正で有意に推定されている。総務費割
合については，推定結果に正負が混在している
が，推定値自体は総じてそれほど大きくはないた
め，双方の収支比率に対する影響は微小であると
考えられる。保険事業費割合は，健康保険組合で
のみ双方の収支比率に対して正で有意であること
が確認できるが，この係数も0.046～0.059と小さ
いため，財政状況に与える影響はほとんどないと
考えられる。高齢者医療に対する拠出金割合につ
いては，健康保険組合・国民健康保険・国民健康
保険組合からの資金流出であるため，収支比率に
対して負で有意な影響があると予想されるが，そ
れが観察されたのは前期高齢者拠出金割合のみで
あった。逆に，後期高齢者拠出金割合について
は，いずれも正で有意に推定されている。多くの
先行研究でその影響の大きさに警鐘が鳴らされて
いることを踏まえれば，この正の関係は，良好な
財政を有する保険者ほど後期高齢者医療制度に対
する拠出金が高いという逆因果をとらえているの
かもしれない。また，後期高齢者医療制度におけ
る交付金についても正負が混在して推定されてい
る。
このように，本分析の結果には，有意な係数が
比較的多く確認できるが，保険料収入割合のよう
に同一要因でも収支比率と経常収支比率に対する
影響が真逆にそれぞれ有意であるものが存在して
いたり，同じ高齢者に対する拠出金であっても，
前期高齢者と後期高齢者に対する影響が真逆にそ
れぞれ有意であるものがあったりと，結果の解釈
に困惑するものが散見される。これは，推定式自
体が経済理論に従ったものではなくアドホックに
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定式化されたものであるために，因果ではなく単
なる相関を見ているにすぎないということや，医
療資源などの地域要因を推定式に含めていないこ
とによる欠落変数バイアスによる影響のためなど
と考えられる。なお，新型コロナパンデミックの
影響をより詳細に勘案するのであれば，各説明変
数と の交差項を含めた回帰式を推定し，
それらの係数に注目することが考えられる。紙幅
の都合で結果の詳細な報告は割愛するが，交差項
を含めたモデルにおいても各説明変数の結果はほ
とんど変わらず，交差項の係数も有意でないもの
が多かった。

2 医療利用の分解
表3は，保険給付費を一人当たり医療費に差し
替えた式の推定結果をまとめたものである。医療
利用以外の変数の結果は表2とほとんど変わらな
いが，一人当たり医療費の推定結果については下
記が確認できる。入院と入院外の一人当たり医療
費は，健康保険組合と国民健康保険組合の収支比
率と経常収支比率の双方に負で有意な影響を与え
ており，特に国民健康保険組合における影響が大
きいことが確認できる。また，後期高齢者医療制
度においては，経常収支比率のみに対して負に有
意であり，こちらも－0.284と影響が大きいこと
が確認できる。その一方で，国民健康保険におい
ては，一人当たり入院医療費と同入院外医療費の
双方が経常収支に対して正で有意な影響が確認さ
れている。一人当たり高額療養費については，健
康保険組合では双方の収支に負で有意な影響を与
えているが，国民健康保険組合では双方に正で有
意な影響を与えている。さらに，国民健康保険と
後期高齢者医療制度では調剤が経常収支比率に正
で有意な影響を与えていることが確認できる。
表4には，一人当たり医療費を受診率と一件当
たり費用にさらに分解した式を推定した結果がま
とめられている。入院については，受診率と一件
当たり費用の双方が健康保険組合と国民健康保険
組合の収支比率と経常収支比率の双方に負で有意
な影響を与えており，その影響はともに表3の推
定値と大きな違いはない。その一方で，入院外で

は，一件当たり費用のみが双方の収支比率に負で
有意かつ表3の値を上回る影響を与えていること
が確認できる。また，国民健康保険組合では，調
剤の受診率および一件当たり費用が経常収支比率
に負で有意な影響を与えており，後期高齢者医療
制度では，経常収支比率に対して受診率の影響が
支配的であることが確認できる。なお，国民健康
保険については，表3と同様に入院の受診率と一
件当たり費用，入院外の一件当たり費用，調剤の
受診率がそれぞれ正で有意に推定されていること
が確認できる。また，国民健康保険では，高額療
養費の受診率および一件当たり費用が双方の収支
比率に正で有意な影響を与えていることが確認で
きる。

Ⅴ 結論

本稿では，健康保険組合・国民健康保険・国民
健康保険組合・後期高齢者医療制度の保険者別パ
ネルデータを使って，新型コロナウイルス感染症
のパンデミックが公的医療保険財政に与えた影響
について予備的な検証を試みた。固定効果モデル
による分析の結果，このパンデミックが直後の年
度の医療保険財政に与えた影響はほとんどないこ
とが分かった。しかしながら，公的医療保険財政
における他制度への拠出金額や交付金額は前年度
の実績に基づいて算定されるため，この結果はそ
うした制度的な背景を反映したもの考えられる。
つまり，受診自粛の行動変容を含めた新型コロナ
パンデミックが公的医療保険財政に与えた影響が
表れるのは2021年度以降の財政状況となるため，
これらの結果は，公的医療保険財政の動向には引
き続き慎重な観察が必要であることを示唆してい
る。特に，パンデミック以前より，我が国の人口
構成や中央・地方政府の財政状況への懸念から国
民皆保険制度の持続可能性についてはさまざまな
懸念が示されているため，今後の制度の在り方を
も含めた包括的な議論が今後も重要であると言え
る。
最後に，本分析の課題についてまとめたい。第
一は，本稿で推定した回帰式は，Yuda（2016a，b）
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のように経済モデルに基づくものではなく，アド
ホックに設定した回帰式であるため，経済学的な
解釈を当てはめることができないことである。
Yuda（2016a，b）では，国民健康保険財政の生産
物の代理変数に平均寿命を用いているが，本稿の
作成時点における最新の市町村別・都道府県別平
均寿命はパンデミック前の2015年度版であったた
め，適切な指標が利用可能ではなかったことが，
経済モデルに基づく式を用いなかった理由であ
る。したがって，本稿で推定された結果は因果関
係を表しているのではなく，変数間の相関を確認
していることに過ぎない点には注意が必要であ
る。第二は，医療資源や地域特有のトレンドなど
の地域要因を考慮していない点である。連続する
二年度のサンプルを使っていることから，多くの
地域要因は大きな変化がないと考えられるので，
この影響の大部分は推定式の固定効果 で考慮
されているかもしれない。しかしながら，それは
欠落変数バイアスによる影響を除去していること
とは同値ではない。これらの課題を克服しつつ，
新型コロナパンデミックの影響が医療保険財政上
に本格的に表れる2021年度以降のデータを使って
真の因果効果を推定することは，ポストコロナ時
代に本格的な超高齢社会の到来を迎える我が国に
おける皆保険制度の持続可能性についても非常に
重要な今後の研究課題の一つであると言える。
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補 論1 経常収支と経常支出の定義

脚注5で述べたように，国民健康保険，国民健康
保険組合および後期高齢者医療制度の経常収支と
経常支出は，健康保険組合の『収入支出決算概要
表』における定義を適用して算出したものを使用
している。経常収入は，収入総額から「調整保険
料収入」・「繰越金」・「繰入金（退職積立金繰入，
保証を除く）」・「組合債」・「寄付金」・「国庫補助金
収入（特定健康診査・保指導補助金を除く）」・「財
政調整事業交付金」・「雑収入・不用財産等売払
代・補助金等追加収入」・「介護勘定受入」を除い
て算出した額である。また，経常支出は，支出総
額から「調整保険料還付金」・「営繕費」・「財政調
整事業拠出金」・「積立金・その他（経常外分）」・
「財政運営安定資金」・「雑支出・補助金等返還支
出」・「介護勘定繰入」を除いて算出した額である。
なお拠出金の未済分は，前期高齢者納付で調整さ
れている。

（すずき・りんや）
（ゆだ・みちお）
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COVID-19 Pandemic and Public Health Insurance Finances
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Abstract

The global COVID-19 pandemic of 2020 has drastically changed our daily lives and socioeconomic

activities. This paper preliminarily examines the impact of the COVID-19 pandemic on the Japanese public

health insurance finances using insurer-level panel data from the Health Insurance Societies, municipal

National Health Insurances, National Health Insurance Associations, and the medical care system for the

elderly aged 75 and over. The results of the fixed-effects model show that the pandemic has little impact on

public health insurance finances in FY2020. In addition, descriptive statistics show that the pandemic

significantly decreases per-capita outpatient healthcare expenditures for those of all public health insurances

and per-capita inpatient expenditures for those of Health Insurance Societies. Conversely, there are

insignificant and positively significant changes in the most of other medical expenditures. However, this trend

is the result of an offsetting significant decrease in consultation rates and a significantly large increase in per-

patient medical expenditures for all public health insurances.

Keywords：COVID-19 Pandemic, Public Health Insurance Finances, Refraining from Healthcare Utilization


